
はじめに

20世紀のドイツは、ナチ・ドイツと東ドイツという二つ
の独裁を経験した。第二次世界大戦後のドイツでは、様々
な分野でナチ時代の過去に起因する政治的、社会的な諸問
題との取り組みが続けられてきた。この営為は「過去の克
服（Vergangenheitsbewältigung）」や「想起の文化（Erinne-

rungskultur）」と呼ばれている。東ドイツの独裁体制の崩
壊後は、同様に東ドイツ時代の歴史を検証する取り組みも
行われている。
本稿では、2019年にベルリンの壁の崩壊、そして2020年
に東西ドイツの統一から30周年という節目を迎えたことを
踏まえて、まず、統一ドイツで東ドイツ独裁の過去の検証
がどのように進められてきたかを振り返り、続いて「第二
の過去の克服」とも言うべきこの取り組みが、どのような
特徴をもち、いかなる問題点をはらんでいるかを、ナチ時
代の「過去の克服」と比較しながら論じる。最後に、統一
後のドイツで「過去の克服」をめぐって生じた新たな課
題、そして最近のドイツやヨーロッパで「過去の克服」を
取り巻く状況が大きく変わりつつある現状を取り上げ、そ
の行方について述べたい。

１．統一ドイツにおける東ドイツ独裁の検証の展開

まず、社会主義統一党（SED）が支配した東ドイツ独裁
の検証を、第一に秘密警察シュタージ（国家保安省）の活
動の究明、第二に東ドイツの体制犯罪の訴追、第三に
SED独裁の被害者の復権と補償、第四に東ドイツに関す
る歴史研究と想起政策（Erinnerungspolitik）の4つの分野に
ついて概観する。

SEDの「盾と剣」としてその支配を支えてきたシュ
タージは、政敵の排除に力を振ったばかりでなく、とくに
体制の権力基盤が確立した1960年代以降、東ドイツ市民の
監視、教化や操作に活動の重点を移し、多数の非公式協力

者（Inoffizielle Mitarbeiter）を動員した監視システムを築
いた。
シュタージを抑圧的な体制の支柱と見なしていた東ドイ
ツの体制反対派や市民は、1989年から1990年にかけての政
治変革に際して、シュタージの活動を記録した文書を保全
し、公開することを強く求めた。その結果、統一後の1991

年12月にシュタージ文書法が制定され、シュタージが収集
した個人情報の本人による確認、ジャーナリズム、学術研
究、シュタージが行った不法行為の刑事訴追、重要な職務
に就く人物の経歴審査などのために文書を利用できるよう
になった。シュタージ文書を管理する連邦受託官（Der 

Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheits-

dienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik: 

BStU）に就任し、新設されたシュタージ文書庁を統括し
たのは、東ドイツのプロテスタント教会の牧師で反体制派
の活動家であったヨアヒム・ガウク（Joachim Gauck）で
ある。ガウクは後に連邦大統領も務めた。
シュタージの歴史の検証に見られる大きな特徴は、シュ
タージが当人に関して行っていた監視活動について確認す
ることを目的として、一般市民にも文書を開示したことで
ある。反響は大きく、2019年末現在で文書の閲覧や情報提
供のために市民から寄せられた申請は、約331万件（2019

年は約5万6500件）にのぼる。2 文書の閲覧によって、家族
や友人などの身近な人びとが自分をスパイしていた事実を
突きつけられる場合もあり、またシュタージの迫害を受け
た被害者にとっては、閲覧は過酷な記憶を追体験すること
を意味した。けれども、SED体制下で自分の身に何が起
きていたかを知ることは、人びとが長年抱いてきた不信や
疑念から解放され、自身の人生を取り戻す契機となった。
第二に、東ドイツの体制犯罪の訴追については、統一以
降2007年2月までにおよそ10万人に対し、約7万5000件の捜
査手続が実施され、延べ1737人が起訴された。3 そのうち
753名が有罪判決を受けている。有罪判決の内訳では、ベ
ルリンの壁並びに東西ドイツ国境での暴力が約37％、法の
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歪曲が24％と2つのカテゴリーで6割以上を占め、次いで選
挙結果の偽造が約13％、シュタージ犯罪が約9％となって
いる。代表的な事例として、西側に逃れようとした市民を
射殺ないし負傷させた国境警備兵に対する裁判や、壁と国
境の監視体制に責任を負う国家の指導層を被告とする裁判
が開かれた。
第三に、SED独裁の被害者の復権・補償については、

1992年に刑法上、94年に行政法上および職業上の復権に関
する法律が制定された。その主な内容を見てみると、まず
刑法上の復権については、占領期を含めて東ドイツの裁判
所が下した刑事判決のうち、裁判所が法治国家に反すると
判断したものを破棄し、被害者の名誉回復を図ることが定
められた。第二に、行政法上の復権については、東側占領
地区および東ドイツの諸官庁による行政措置のうち、法治
国家の原則に根本的に反するものが破棄され、それが原因
となって今日まで続く健康被害や資産の侵害、職業上の不
利益に関する補償や返還が実施された。第三に、職業上の
復権では、政治的迫害として行われた、職業や職業教育へ
の侵害についての復権や補償が図られた。

2016年末までに刑法上の復権について21万6335件、行政
法上の復権については4万1613件、職業上の復権について
は13万732件の申請が行われた。4 連邦と諸州は、2016年末
までに刑法上の復権法に基づく被害者の損害補償と支援に
約21億4437万ユーロ、職業上の復権法に基づく職業教育支
援と年金補填に約5747万ユーロを支出している。5

第四に、SED支配の過去との取り組みは、統一後に飛
躍的に進展した東ドイツ研究に支えられてきた。東ドイツ
の国家機関や政党・大衆組織の文書が幅広く公開されたこ
とにも促されて、東ドイツ史研究はとりわけ1990年代前半
にブームとも言うべき活況を呈し、その後も豊富な研究成
果が蓄積されてきた。
統一後の東ドイツ史の検証に見られる特徴は、大学や研究
所に加えて博物館や記念施設（Gedenkstätte）、被害者団体、
市民運動グループなど、多彩な機関が担い手となっている点
にある。「社会的検証（die gesellschaftliche Aufarbeitung）」
と総称されるそれらの機関の活動は、東ドイツ史の究明、
保存、啓発に貢献している。
なかでも連邦議会が1992～ 94年、1995～ 98年の二度に
わたって設置した調査委員会は、東ドイツをめぐる多様な
テーマについて公開・非公開の場での証言者や専門家のヒ
アリング、鑑定書の収集などを実施し、それらを編集した
32巻、2万9000頁に及ぶ叢書が刊行されている。6 また、第
二次委員会の勧告に基づいて、一九九八年に「SED独裁
検証のための連邦基金（Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 

SED-Diktatur）」が設立され、東ドイツをテーマとする研
究の助成、シンポジウムや会合の開催、SED支配の被害
者の支援などの活動を行っている。

２． 東ドイツ独裁の検証の特徴と問題点 
―ナチ支配の「過去の克服」との比較

それでは、このような東ドイツ独裁の検証は、どのよう
な特徴をもち、いかなる問題をはらんでいるだろうか。ナ
チ支配の「過去の克服」と比較しながら見ていきたい。
第一に、過去との取り組みの主体とそれを取り巻く政治
環境に着目すると、ナチ・ドイツの場合は、ヒトラーが体
制終盤まで国民からの支持を保ち、第二次世界大戦の敗北
によってはじめて終焉を迎えた。これに対して、東ドイツ
の独裁体制はソ連の後ろ盾に依存し、市民からの支持は希
薄だった。1989年から翌90年にかけての体制崩壊では、ソ
連のゴルバチョフ政権がブレジネフ・ドクトリンを放棄
し、ソ連および東欧諸国全体で政治変革が進行していたこ
とがその前提となった。しかし同時に、反体制活動家や市
民が行ったデモと大量出国の波として表れた、体制改革を
求める東ドイツ国内からの動きも、SED独裁の瓦解に重
要な役割を果たした。SED支配の検証も東ドイツ市民の
要請を受けて体制末期に着手されており、独裁からの「自
己解放」や「自己浄化」の機運は、「第二の過去の克服」
の方が高かったと言えるだろう。
しかし、統一後は過去との取り組みの主導権は西ドイツ
側に移る。シュタージ文書受託官のガウクや連邦議会調査
委員会議長のライナー・エッペルマン（Rainer Eppelmann）
をはじめ、いく人かの東の反体制活動家は統一後も重要な
役割を担った。けれども、多くの東ドイツ市民は過去の検
証に主体的に参加する状況にはなく、一部には西側に裁か
れているという意識も生じた。東ドイツ市民の不満は彼ら
が公的な歴史認識から距離を置き、オスタルギーと呼ばれ
る東ドイツへの後ろ向きの郷愁に退避する一因にもなって
きた。
第二に、ナチ・ドイツと東ドイツの支配体制とイデオロ
ギー、その下で行われた抑圧や暴力の性格など、検証の対
象となる過去の事象に違いがある。ナチ・ドイツが第二次
世界大戦やホロコーストを引き起こしたのに対して、東ド
イツは侵略戦争や大量殺戮を行ったことはなく、体制への
反対派や「異分子」と見なされた人びとに対する迫害の規
模や程度も、ナチの暴力犯罪と比較すればはるかに小さ
かった。そのためナチ体制下の暴力が比類のない特別な犯
罪と位置付けられているのに対して、SED支配下の不法
は中程度の犯罪と捉えられており、統一後の体制犯罪の訴
追や被害者に対する補償にもそうした認識が反映されてい
る。
しかしながら、社会の隅々まで張り巡らされたシュター
ジの監視網による「静かなテロ」（der leise Terror）がもた
らした人間性の抑圧や破壊は、迫害の被害者の苦悩やトラ
ウマを生んだばかりでなく、周囲の人間に対する不信、言
動の自己規制など、多くの人びとの行動様式やメンタリ
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ティにも影響を及ぼした。また、ベルリンの壁の建設によ
る市民の囲い込みや西側との交流の遮断も特異な政策であ
り、このような自由や人間性の抑圧が長期にわたって続い
たことが及ぼした作用やそこからの精神的な解放の過程を
追究することが課題となっている。
一方、イデオロギーについては、人種主義や民族至上主
義、人間の尊厳や平和の蹂躙などナチズムを特徴づけた要
素は、戦後ドイツ社会で否定的に捉えられ、それへの反省
や反対の上に連邦共和国を支える民主的規範が成り立つと
見なされてきた。これとは異なり、社会的平等や人間の解
放など東ドイツが標榜した理念やその下で維持された社会
福祉制度についての評価はより複雑で、少なからぬ旧東ド
イツ市民が東ドイツを「不法国家」として全否定すること
に留保を示す要因にもなっている。
第三に、「過去の克服」のプロセスにも大きな違いがあ
る。ナチ時代の過去との取り組みは、連合国の主導下で非
ナチ化や戦犯裁判が実施された占領期、元ナチの社会への
再統合と反ナチ的規範の形成の両側面に配慮したアデナウ
アー期の「過去政策（Vergangenheitspolitik）」7、一九六〇年
代以降の過去との取り組みの活性化や主流化といった変遷
を辿り、「学習過程」とも称される。8 これに対して SED支
配との取り組みは、ナチズムの「過去の克服」を参考にし
ながら、比較的短期間に実施されてきた。
ナチ時代の「過去の克服」の経験を踏まえて、その欠陥
や問題点を修正できた面もあったが、両者に通底する問題
もある。とりわけ、多くの SED指導層やシュタージ幹部
が法的、政治的な責任の追及を免れたのに対して、SED

体制による迫害の被害者が困難な状況に置かれ、補償も不
十分であることは、ナチズムの被害者が戦後社会のなかで
周縁化された状況と類似している。それに加えて、司法を
通じた独裁体制下の不法の検証の限界も改めて浮き彫りに
なった。
東ドイツの過去の検証のもうひとつの特徴は、東西ドイ
ツの内的統一プロセスと並行していることである。東西ド
イツ地域の市民の東ドイツをめぐる記憶の分断は、統一
後、西の政治経済システムが東へ移入され、東の市民の間
に西によって「植民地化」されているという意識や自らを
「二級市民」と見なす感情が広がったこと、東西間に経済
格差が存在していることにも起因している。このような状
況は、東西ドイツ地域の格差の縮小や統一後に生まれた若
い世代の成長によって変化していく可能性がある。他方
で、青少年に分断期の歴史に関する知識が不足しているこ
とが指摘され、彼らへの歴史教育も課題となっている。
第四に、ナチ・ドイツが行ったホロコーストや暴力犯罪
は比類のない出来事と捉えられ、ナチズムの「過去の克
服」ももっぱらドイツ特有の問題と見なされてきた。しか
し SED支配の過去の検証には、ナチの「過去の克服」と

いう先例が存在した。それに加えて、共産主義体制が崩壊
した旧ソ連・東欧諸国や、冷戦終結後に大規模な虐殺や人
権侵害が発生した旧ユーゴスラヴィアやルワンダなど、他
の欧州諸国や世界各地でも類似の課題が生じたことから、
独裁や国家的暴力などの負の歴史との取り組みやその後の
社会再建という、より普遍的な視点から捉えられている。
第五に、東ドイツの過去との取り組みは、ドイツ史をめ
ぐる認識やパースペクティヴにも変化を及ぼした。統一後
のドイツでは、東ドイツの深刻な経済破綻や環境汚染、監
視社会の実態などが明るみに出され、東ドイツの暗いイ
メージが強まった。分断期に関する歴史記述では、東西ド
イツを別個に扱うものが多く、両者を西の成功史と東の失
敗史として対比的に捉える見方も広まった。他方で、より
長期的な観点に立つ叙述では、ドイツの近現代史を西欧へ
帰着するプロセスとして捉え、東西ドイツの統一をドイツ
の「特有の道」の終わりとする見解が示されている。こう
した傾向に対しては、東西ドイツ史の連関や相互的影響、
東西双方への批判的視点、歴史発展の未決性を考慮した歴
史記述が必要であると指摘されている。

３． ドイツ・ヨーロッパの政治状況の変化と 
「過去の克服」の行方
冷戦が終結した1990年代以降、国内外の政治状況が大き
く変動するなかで、統一ドイツにおける負の歴史との取り
組みは新たな課題に直面してきた。
第一に、ナチ時代の「過去の克服」に関して、積み残さ
れた問題への対応、とくに旧ソ連・東欧諸国の出身者が多
数を占める強制労働被害者への補償が急務となった。
第二に、東西ドイツの異なる体制下で行われてきたナチ
の過去との取り組みを統合する必要が生じた。9

第三に、第二次世界大戦下でドイツ人が受けた被害、と
くに終戦前後の東欧地域からのドイツ系住民の「追放」や
連合国の空襲による被害の認知を求める声が高まった。
第四に、世代交代や社会の多文化化が進むなか、ナチ支
配を経験していない青少年や多様な文化的、歴史的背景を
もつ市民―そこにはホロコーストと直接の関わりをもたな
い国・地域出身の人びとも含まれる―に向けた適切な歴史
教育や歴史展示のあり方が模索されるようになった。とく
に第二次世界大戦の終戦から75年をへたナチ支配について
は、直接の体験世代がいなくなる時代を迎えようとしてい
る。それに伴って、ナチ時代に関する歴史研究や歴史教
育、公的な場での追悼式典、記念碑・記念施設の整備が比
重を増し、「過去の克服」とともに「想起の文化」という
概念が多く用いられるようになった。
第五に、本稿で述べてきたように、ナチ時代の過去の検
証に加えて旧東ドイツの独裁体制の検証も着手された。ま
た、欧州各国で自国のホロコーストへの加担やナチ・ドイ
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ツに対する戦時協力に光が当てられ、国際社会でも様々な
独裁やジェノサイド、その後の社会再建の比較研究が盛ん
になるなど、負の歴史との取り組みのヨーロッパ化やグ
ローバル化が進んだ。
統一後のドイツは、こうした新たな課題にも対応しつ
つ、ナチ独裁と SED支配という二つの負の歴史の検証を
進めてきた。しかし、近年のドイツおよびヨーロッパで
は、経済的な格差の拡大や多数の移民・難民の流入などを
背景とした右傾化が進み、反イスラム主義が高まるととも
に、反ユダヤ主義、人種主義や過激なナショナリズムが再
び勢いを増している。こうした潮流は負の過去との取り組
みにも影を落としており、ドイツではナチ時代の出来事を
矮小化し、自国の歴史の批判的検証を否定する言説が、政
治の主流の一角を占めるようになっている。2017年秋の連
邦議会選挙で第3党に躍進した新興右派政党「ドイツのた
めの選択肢」（AfD）のガウラント（Alexander Gauland）
名誉党首は、同党の党首兼連邦議会議員団長であった2018

年6月にゼーバッハで開催された同党青年組織の全国大会
における演説で、「ヒトラーとナチスは、1000年をこえる
成功に満ちたドイツ史における鳥の糞にすぎない」と言い
放ち、強い批判や憤りを呼んだ。10 また、同じく AfDの
テューリンゲン州代表ビョルン・ヘッケ（Björn Höcke）
は、2017年1月にドレスデンで同党の青年組織を前にして
行った演説で、ベルリン中心部にあるホロコースト記念碑
を「恥辱のモニュメント（ein Denkmal der Schande）」と非
難し、「想起政策の180度の転換」が必要だと主張した。11

社会の変化は思想や言論の領域にとどまらず、現実の暴
力事件としても表出している。ドイツでは近年、移民や難
民、ユダヤ系市民が極右主義者などによる暴力の標的にな
る事件が増えている。2019年6月には、キリスト教民主同
盟（CDU）の政治家でメルケル政権の寛容な難民政策を
支持していたカッセル行政区長ヴァルター・リュプケ
（Walter Lübcke）が極右主義者に射殺された。12 また同年10

月には、ドイツ東部のハレで同じく極右思想に傾倒してい
た人物がユダヤ教のシナゴーグを襲撃する事件が起きた。
ユダヤ教の祭日ヨム・キプルの礼拝で数十人のユダヤ教徒
が集っていたシナゴーグへの侵入に失敗した犯人は、現場
に行き合わせた通行人の女性1名と付近のケバブ店にいた
男性1名を射殺した。13

暴力行為の多発は統計にも表れている。ここでは反ユダ
ヤ主義に焦点を絞るが、ドイツでは2018年に1799件の反ユ
ダヤ主義的犯罪が発生し、前年と比して19. 6%増加してい
る。14 ユダヤ人に対する69件の暴力事件で40人以上が負傷
し、そのうち49件が極右主義的な動機によるものであっ
た。ユダヤ人墓地を荒らす犯罪も27件起きている。憂慮す
べきことに、こうした数字は氷山の一角にすぎず、ドイツ
社会では「日常の反ユダヤ主義」が広がっていると指摘さ

れている。15 ハレの襲撃事件は特異な事例ではなく、ユダ
ヤ系の人びとが日々の生活で感じていた近年の反ユダヤ主
義の高まりが新たなレベルに達した出来事と受けとめられ
ている。16

他方で、隣国間の和解や関係改善、国際教科書対話やホ
ロコーストへの各国の関与の究明などに努めてきた欧州諸
国でも従来とは異なる動きが見られる。例えばギリシアや
ポーランドは、第二次世界大戦中にナチ・ドイツから受け
た被害に対して巨額の賠償を求める姿勢を示している。17 

右派政党「法と正義」が主導する政権の下で右傾化が進む
ポーランドでは、2018年2月、ホロコーストにポーランド
が加担したと述べる言説を処罰する法律が制定された。イ
スラエルや米国をはじめとする国際社会からの批判を受け
て、ポーランド議会は同年6月に改正案を可決し、違反者
に対する刑罰から禁固刑が除外されるなど、同法の内容は
緩和された。しかし、民事上の措置が取られる可能性は
残っており、こうした法律が言論や学問の自由を損ない、
ホロコーストの実態究明を阻害する作用を及ぼすことが懸
念されている。18

第二次世界大戦後のドイツ社会では、ナチ時代の「過去
の克服」をめぐって、もうそろそろ「終止符」を打つべき
だとする声が常に聞かれた。そうしたなかでもとくに1960

年代以降、批判的な過去の検証が定着してきたのは、「過
去の克服」が差別や人権侵害に敏感な政治文化を育み、近
隣諸国や国際社会との和解や信頼回復を促し、ドイツ社会
全体にとっても有益だという認識が広まってきたからだと
考えられる。ドイツおよびヨーロッパの政治状況が変容す
るなかで、東ドイツ独裁も含めた負の歴史との批判的な取
り組みが、今後も民主主義を支え、排外主義や過激なナ
ショナリズムを抑止する営為として機能し続けることがで
きるかが試されていると言えるだろう。

1 本稿は、2019年11月16日に東京大学ドイツ・ヨーロッパ研
究センターで開催されたシンポジウム「ベルリンの壁崩壊30年―
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